
労働安全衛生規則の改正省令　７月１日施行

問い合わせ先：アクセス安全監理部（）

第条．　足場の組立て、解体又は変更の作業に従事する者に特別教育を義務化

　　　　　なお、この場合、手すりの設置を優先的に講ずるよう指導すること
第条．注文者（元請）にも足場の組立て、解体又は変更後の点検を義務化　　　

第条．足場の組立て、解体又は変更の作業に安全帯取付設備の設置を義務化　

※第条、第条、第条に係るもののみを掲載しました。

Ｖｏｌ．
（７） （第三種郵便物認可）２０１５年（平成年）４月２２日　（水曜日） 【企画特集】

第条　注文者（元請）にも足場の組立て、解体又は
変更後の点検を義務化　　　　　　　　　　　　　　　

第条．足場の組立て、解体又は変更の作業に安全帯取付設備の設置
を義務化。なお、この場合、手すりの設置を優先的に講ずるよう指導す
ること

第条．足場の組立て、解体又は変更の作業に従事する者に
特別教育を義務化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

解釈例規（Ｈ．３．　基発第号）
「地上又は堅固な床上における補助作業」とは地
上又は堅固な床上における材料の運搬、整理等の
作業をいうものであり、足場材の緊結及び取り外
しの作業並びに足場上における補助作業は含まれ
ないこと。

解釈例規（Ｈ．３．　基発第９号）
（１）第１項の「高さが２㍍以上の構造の足場」
でいう足場の構造の高さは、
①　作業床が足場の最上層に設置されている場合
には、基底部から最上層の作業床までの高さ

②　作業床が足場の最上層に設置されていない場
合には、基底部から、

ア　わく組足場では、最上部の建わくの上端まで
の高さ

イ　単管足場等支柱式の足場では、最上部の水平
材（布材等の主要部材）までの高さをいうこと。

解釈例規（Ｈ．３．　基発第９号）
（２）第１項第４号イの「当該作業床を設けるこ

とが困難なとき」には、狭小な場所や昇降設
備を設ける箇所に幅㌢㍍未満の作業床を設
けるとき、つり足場の組立て等の作業におい
て幅㌢㍍以上の足場板２枚を交互に移動さ
せながら作業を行うときが含まれること。

解釈例規（Ｈ．３．　基発第９号）
（６）第５号ただし書は、本条の適用を高さが２

㍍以上の構造の足場の組立て、解体又は変更
の作業に係る業務まで拡大したことに伴い、
地上から材料等を手渡しするとき等物の落下
により労働者に危険を及ぼすおそれのないと
きは、つり網等を労働者に使用させることを
要しないこととしたこと。

解釈例規（Ｈ．３．　基発第９号）
特別教育に関する経過措置（附則第２条関係）
「業務に従事している」とは、当該業務に就いて
いることをいい、施行日時点に、建設工事の現場
等において、現に当該業務を行っていることまで
を求める趣旨ではないこと。

解釈例規（Ｈ．３．　基発第９号）
ア　「現に存する」とは、現に使用されているこ
と及び製造が完了しているが、まだ使用されて
いないことをいうこと。

イ　「現に存する鋼管足場用の部材が用いられて
いる場合」とは、床材及び腕木の両方に現に存
する鋼管足場用の部材が用いられている場合を
いうこと。

ウ　足場の一部の作業床が本条に該当する場合に
は、当該作業床に限って安衛則第条第１項
第２号ハの規定を適用しない趣旨であること。

第１編　通則
第４章　安全衛生教育
第条（特別教育）
　法第条第３項の厚生労働省令で定める危険又は有
害な業務は、次のとおりとする。
　１－　（略）
　　足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務
（地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除
く。）

第条（特別教育の細目）
　前２条及び第条の７に定めるもののほか、第
条第１号から第号まで、第号、第号から第号
まで及び第号に掲げる業務に係る特別教育の実施に
ついて必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第２編　安全基準
第条（足場の組立て等の作業）
１．事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが２㍍
以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行
うときは、次の措置を講じなければならない。

（１）組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を
当該作業に従事する労働者に周知させること

（２）組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、
関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること

（３）強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実
施について危険が予想されるときは、作業を中止
すること。

（４）足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあ
っては、墜落による労働者の危険を防止するため、
次の措置を講ずること。

イ　幅㌢㍍以上の作業床を設けること。但し、当
該作業床を設けることが困難な場合はその限りで
はない。

ロ　安全帯を安全に取付けるための設備等を設け、
かつ、労働者に安全帯を使用させる措置を講ずる
こと。ただし、当該措置と同等以上の効果を有す
る措置を講じたときはこの限りではない。

（５）材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、
つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。た
だし、これらの物の落下により労働者に危険を及
ぼす恐れがないときはこの限りではない。

２　略
第４編　特別規制
第１章　特定元方事業者等に関する特別規制
第条　（足場についての措置）　
１．注文者は、法第条第１項の場合において、請負
人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場に
ついて、次の措置を講じなければならない。　
（１）構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重
を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示
すること。

（２）強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上
の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更
の後においては、足場における作業を開始する前
に、次の事項について点検し、危険のおそれがあ
るときは、速やかに修理すること。

イ　床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
ロ　建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部
の緩みの状態
ハ　緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
ニ　足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無
ホ　幅木等の取付状態及び取り外しの有無
ヘ　脚部の沈下及び滑動の状態
ト　筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付けの
状態
チ　建地、布及び腕木の損傷の有無
リ　突りょうとつり索との取付部の状態及びつり装
置の歯止めの機能

（３）前２号に定めるもののほか、法第条の規定に
基づき厚生労働大臣が定める規格及び第２編第
章第２節（第条から第条まで、第条第
２項、第条、第条から第条まで及び第
条に限る。）に規定する足場の基準に適合する
ものとすること。

２　注文者は、前項第２号の点検を行ったときは、次
の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が
終了するまでの間、これを保存しなければならない。

（１）当該点検の結果　
（２）前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場

合にあっては、当該措置の内容
附則
第１条（施行期日）
　この省令は平成年７月１日から施行する。
第２条（特別教育に関する経過措置）
　事業者は、この省令の施行の際現にこの省令による
改正後の労働安全衛生規則（次条において「新安衛則」
という。）第条第号に掲げる業務に従事している
者については、平成年度６月日までの間は、当該
業務に関する労働安全衛生法第条第３項の特別教育
を行うことを要しない

第３条（足場の作業床に関する経過措置）
　はり間方向における建地の内法幅が㌢㍍未満の足
場の作業床であって、床材と腕木との緊結部が特定の
位置に固定される構造については、この省令の施行の
際現に存する鋼管足場用の部材が用いられている場合
に限り、新安衛則第条第１項第２号ハの規定は、
適用しない。

第４条（罰則に関する経過措置）
　この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適
用については、なお従前の例による。

解釈例規（Ｈ．３．　基発第９号）
（３）第４号ロの「安全帯を安全に取り付けるた

めの設備」とは、安全帯を適切に着用した労
働者が墜落しても、安全帯を取り付けた設備
が脱落することがなく、衝突面等に達するこ
とを防ぎ、かつ、使用する安全帯の性能に応
じて適当な位置に安全帯を取り付けることが
できるものであること。
また、第４号ロの「安全帯を安全に取り付け
るための設備」には、このような要件を満た
すように設計され、当該要件を満たすように
設置した手すり、手すりわく及び親綱が含ま
れること。
　なお、安全帯を安全に取り付けるための設
備を設ける場合には、足場の一方の側面のみ

であっても、手すりを設ける等労働者が墜落
する危険を低減させるための措置を優先的に
講ずるよう指導すること。

（４）第４号ロの「安全帯を安全に取り付けるた
めの設備等」の「等」には、建わく、建地、
手すり等を、安全帯を安全に取り付けるため
の設備として利用することができる場合が含
まれること。

（５）第４号ロの「同等以上の効果を有する措置」
には、つり足場を設置する際に、予め、墜落
による危険を防止するためのネットの構造等
の安全基準に関する技術上の指針（昭和年
技術上の指針公示第８号）により設置した防
網を設置することを含むこと。

解釈例規（Ｈ．３．　基発第９号）
第１項第２号の「一部解体若しくは変更」には、
建わく、建地、交さ筋かい、布等の足場の構造部
材の一時的な取り外し若しくは取付けのほか、足
場の構造に大きな影響を及ぼすメッシュシート、
朝顔等の一時的な取り外し若しくは取付けが含ま
れること。ただし、次にいずれかに該当するとき
は、「一部解体若しくは変更」に含まれないこと。

①　作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備（足
場の構造部材である場合を含む。）を取り外す
場合又は当該設備を原状に復す場合には、局所
的に行われ、これにより足場の構造に大きな影
響がないことが明らかであって、足場の部材の
上げ下ろしが伴わないとき。
②　足場の構造部材ではないが、足場の構造に大
きな影響を及ぼすメッシュシート等の設備を取
り外す場合又は当該設備を原状に復す場合であ
って、足場の部材の上げ下ろしが伴わないとき。

解釈例規（Ｈ．３．　基発第号）
第２　改正の要点
　労働者に対する特別の教育が必要な業務に、足
場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務（地上
又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。）
が追加されたことに伴い、これらの業務に従事す
る労働者に対する特別教育について、学科教育の
内容を次のとおり規定したこと（第条関係）。
１　足場及び作業の方法に関する知識　３時間
２　工事用設備、機械、器具、作業環境等に関す
る知識　分
３　労働災害の防止に関する知識　１時間分
４　関係法令　１時間
第３　特別教育の科目の省略
１　次の各号に掲げる者は、特別教育の科目の全
部について省略することができること。

（１）足場の組立て等作業主任者技能講習を修了
した者

（２）建築施工系とび科の訓練（普通職業訓練）
を修了した者、居住システム系建築科又は居
住システム系環境科の訓練（高度職業訓練）
を修了した者等足場の組立て等作業主任者技
能講習規程（昭和年労働省告示第号）
第１条各号に掲げる者

（３）とびに係る１級又は２級の技能検定に合格
した者

（４）とび科の職業訓練指導員免許を受けた者
２　適用日時点で、現に足場の組立て、解体又は
変更の作業に係る業務（地上又は堅固な床上に
おける補助作業の業務を除く。）に従事してい
る者については、改正後の安全衛生特別教育規
程第条に規定する足場の組立て等の業務に係
る特別教育の科目に応じて、次に掲げる時間と
することができること。

（１）足場及び作業の方法に関する知識　１時間
分

（２）工事用設備、機械、器具、作業環境等に関
する知識　分

（３）労働災害の防止に関する知識　分
（４）関係法令　分
３　適用日より前に、改正後の安全衛生特別教育

規程第条に規定する足場の組立て等の業務に
係る特別教育の全部又は一部の科目を受講した
者については、当該受講した科目を省略するこ
とができること。
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